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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 資 源 研 究 所  管 理 部 門 長  廣 瀨  太 郎  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  1 4  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  2 4  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  消 臭 脱 煙 装 置 付 き 電

気 炭 化 処 理 装 置  一 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  仕 様 書 に よ る 。  

( 4 )    納 入 期 限  令 和 ９ 年 ３ 月 1 9 日  

( 5 )    納 入 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 横 浜 庁 舎  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン

ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に

１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り

捨 て る も の と す る ｡ ）を も っ て 落 札 価 格 と す る
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の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係

る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を

問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の

1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。 

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ）第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の 「 物 品 の 販 売 契 約 」 の 業 種 「 精 密 機 器

類 」 又 は 「 そ の 他 機 器 類 」 で 、「 Ａ 」 、「 Ｂ 」 、

「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ

れ て い る 者 で あ る こ と 。  

( 3 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い
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る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停

止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )    入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

  〒 2 3 6 - 8 6 4 8  神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２

－ 1 2 － ４  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育

機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 管 理 課  松 村  

有 沙  電 話 0 4 5 - 7 8 8 - 7 6 2 7  F A X  0 4 5 - 7 8 8 - 5 0 0 1  

( 2 )    入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者 は 、

以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入 札

心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

①  直 接 交 付  

   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  
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任 意 書 式 に 「 消 臭 脱 煙 装 置 付 き 電 気 炭 化

処 理 装 置 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記

入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を

記 載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る

こ と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 消 臭 脱 煙 装 置 付 き 電 気 炭 化

処 理 装 置 入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記

入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、

電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ

Ｘ 送 信 す る こ と 。    

( 3 )  応 札 仕 様 書 等 の 提 出 期 限 及 び 場 所  本 公 告

に 示 し た 物 品 を 納 入 で き る こ と を 証 明 す る 書 類

を 令 和 ８ 年 ５ 月 2 7 日 1 7 時 ま で に 、 上 記 3 ( 1 ) あ

て へ 提 出 す る こ と 。  

( 4 )  入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 方 法  仕 様 書 等 に 関

し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 ８ 日 ま で

に 上 記 3 ( 1 ) あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は Ｆ Ａ Ｘ に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当

日 ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書
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受 領 者 全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー

ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に

代 え る 。 な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場

合 に も 随 時 受 け 付 け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

( 5 )   入 札 書 の 受 領 期 限  令 和 ８ 年 ５ 月 2 7 日 1 7

時 （ た だ し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵

便 に よ る こ と と し 、 必 着 の こ と ｡ ）  

( 6 )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ５ 月 2 8 日 1 4

時  神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － 1 2 － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 横 浜 庁 舎  

ビ デ オ ラ イ ブ ラ リ ー 室  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )    入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 競 争 参 加 資 格 確

認 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の 提 出 し た 入 札

書 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ

た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  
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( 4 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

( 5 )    落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を

納 入 で き る と 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 長 が 判 断 し た

入 札 者 で あ っ て 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で

最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入 札 者

を 落 札 者 と す る 。  

( 6 )    手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 7 )    競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通

知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 8 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  
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( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  

p r o c u r i n g  e n t i t y :  H I R O S E  T a r o ,  D i r e c t o r ,  

M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t ,  F i s h e r i e s  R e -

s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e   

p r o c u r e d :  2 4  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  

p u r c h a s e d :  E l e c t r i c  h e a t i n g  f u r n a c e  w i t h  

d e o d o r i z i n g  a n d  s m o k e  r e m o v a l  e q u i p m e n t  

１ S e t  

( 4 )    D e l i v e r y  p e r i o d :  1 9  M a r c h  2 0 2 7  

( 5 )    D e l i v e r y  p l a c e :  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  

I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  

E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  
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t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  f o r  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A ,  B ,  C  o r  D  “ S a l e s ” i n  

t e r m s  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i -

p a t i n g  i n  t e n d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  

R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  

q u a l i f i c a t i o n  f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  

a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  

2 0 2 7 .   

( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 7 : 0 0 ,  2 7  M a y  2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  M A T S U M U R A  

A r i s a ,  A d m i n i s t r a t i o n  S e c t i o n ,  M a n a g e m e n t  

D e p a r t m e n t ,  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  I n s t i -

t u t e  ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d -

u c a t i o n  A g e n c y ,  ２ - 1 2 - ４ ， F u k u u r a ,  K a n -

a z a w a - k u ,  Y o k o h a m a  c i t y ,  K a n a g a w a ,  

2 3 6 - 8 6 4 8  J a p a n .  T E L  0 4 5 - 7 8 8 - 7 6 2 7  



 

 

 

 

 

 

 

 

消臭脱煙装置付き電気炭化処理装置 
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国立研究開発法人 水産研究・教育機構 

水産資源研究所 



第 1 章  総 則 

 

１．目的及び用途 

この仕様書は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所が調達する、消臭脱煙

装置付き電気炭化処理装置（以下、「本装置」という。） について規定する。 

本装置は、海産生物等に含まれる微量の放射線量を計測することを目的とした灰化測定試料を

調製するための前処理として、試料を電気ヒーターにより炭化させることを目的とする。 

受注者は、この仕様書に規定する条件を満たした本装置を納入すること。 

 

２．調達数量 

１ 式 

 

３．納入場所 

神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 横浜庁舎 

実験東棟２Ｆ乾燥炭化室 

 

４．検査 

本装置は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所の検査職員による検査に

合格しなければならない。 

 

５．その他 

（１）本装置の搬送、搬入、据付及び試験調整は、受注者側で負担すること。 

（２）受注者は、令和 9 年 3 月 19 日までに納入を完了すること。 

（３）受注者は、試験調整時に納入後、操作に従事する職員（以下「担当職員」という。）に対し十分

な説明を行うこと。なお、試験調整及び取扱い説明実施日時については、担当職員と打ち合

わせの上、実施すること。 

（４）受注者は、本装置の構成を和文で示した取扱説明書を納入時に５部及び電子ファイルを提出

すること。 

（５）納入後１年間は無償で保守及び故障修理を行い、性能不良等修理調整が必要になった場合

は、迅速に対応すること。 

（６）検査で受注者の責任による不具合等が発生した時は、修理または代品を納入すること。 

 

 

 

 



第２章  構 成 

 

１．本装置の概要 

本装置は、消臭脱煙装置付き炭化処理部と冷却装置部の 2 部より構成される。 

海産生物等に含まれる微量の放射線量を測定するためには、可能な限り試料の水分含有率を

低下させ、試料体積を減量させてから分析を行う必要がある。当所では分析前処理として試料選

別、試料の解体、乾燥、炭化、灰化、粉砕という手順を踏んでいるが、本装置は、そのうち乾燥させ

た体組織等を電気ヒーターにより炭化させるための装置である。 

 

２．本装置の構成および数量 

1-1. 消臭脱煙装置付き炭化処理部 １台 

1-2. 冷却装置部 １台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 本装置の仕様 

 

1. 消臭脱煙装置付き炭化処理部 

1-1. 搬入口から搬入できる大きさで、1800(W)×1800(D)×3000(H)のスペースに設置できる

こと。消臭脱煙装置はスペース内に設置可能であれば、本体内蔵または外付けのいず

れでも構わない。また、担当職員と協議の上、既設機器への干渉がなく、作業上問題な

い寸法であること。重量は設置場所の耐荷重（1000 kg／m2）以下であること。なお、本体

を床に固定する場合は、設置予定場所の床の厚さを考慮し、既存のコンクリート製土台

を利用するか、または新たに架台等を設けて設置すること。 

 

1-2. 炭化処理装置は電気ヒーターによる高温で試料の炭化を行うこと。熱源であるヒーター

線は試料等と直接接触しないよう、金属等で被覆して露出しない構造とすること。 

 

1-3. 炭化に必要な空気の吸気量を調整できる構造とすること。また、装置内部の空気を攪拌

循環させるファンを設け、稼働中に試料より発生した排ガスや煤は他の試料を汚染しな

いように排気ファンにより強制排気する構造とし、冷却装置部に繋げるためのダンパー付

き排気孔を設けること。また、熱風の通り道にある部品については、耐食性に優れたステ

ンレス素材を用いて、試料を汚染しないようにすること。 

 

1-4. 稼働中に試料より発生したガスの漏洩が無い構造とし、前面に手動で開閉できる扉を設

置すること。また、過度に内圧が上昇しないよう、安全弁等を装置後方に取り付ける対策

を講じること。 

 

1-5. 炉の内壁は全面ステンレス材を使用して、極力凹凸を抑えて煤が付着しにくく、日常的

に清掃し易い構造とすること。また、作業者の安全性を考慮し、稼働中でも本装置の外

壁が過度に高温とならないよう、断熱効果の高い断熱材を使用すること。 

 

1-6. 本装置内部に 3 段程度の棚板を設け、φ240 mm×H80 mm の平底試料皿 15 枚以上

を無理なく収納可能であること。また各棚板は耐食性に優れたステンレス素材で耐荷重

20 kg 以上とし、手前に引き出して取り外せる構造であること。 

 

1-7. 常用使用温度は 250 ℃から 450 ℃までとする。本装置本体の耐熱仕様としてはそれ以

上であることとする。また、温度設定は 1 ℃刻みで行うことができ、常用使用温度で 48 時

間以上の連続運転が可能であること。 

 

 



1-8. 昇温性能は周囲の気温が 20 ℃、無負荷で 2 時間以内に 420 ℃に達するようにし、設

定温度の精度は設定温度に達し安定した後、±10 ℃以内とすること。 

 

1-9. 本装置内の温度調整は、無負荷時に試料皿が位置する場所で 420 ℃昇温安定後 

± 5 ℃以内とすること。また、装置内部には上段、中段、下段に各１ 箇所ずつ K 熱電

対等の温度センサーを設置し、それぞれの温度をモニターできるようにすること。 

 

1-10. 本装置正面に制御パネルを設け、炉内の現在温度と指示温度が表示される計器を取

付けること。また、炉内の温度を１℃単位で制御できる複数の温度管理プログラムを設定

できるようにすること。 

 

1-11. タイマー自動運転（設定時刻もしくは設定時間後に運転自動 OFF）が出来るようにする

こと。 

 

1-12. 炉内温度を記録する電子温度記録計を取り付けること。記録は１分間隔で分解能は

１ ℃とし、データ形式は現在一般に広く市販されている記憶媒体（USB メモリ、SD カード

等）に保存し Microsoft 社製 Windows を OS としたパソコンで読み込みが出来るようにす

ること。 

 

1-13. 消臭脱煙装置は炭化処理装置に接続し、炭化処理装置からの排出ガスを 300℃～

600 ℃程度に昇温することにより、排出ガス中の油成分を概ね分解できること。また、白

金触媒を備え、排気ガス中の有機成分を酸化分解できるとともに、酸化分解できない化

学物質等を活性炭等の吸着材で吸着できる構造であること。なお、活性炭等を使用した

装置については冷却装置部へ組み込むことを可とする。 

 

1-14. 消臭脱煙装置の白金触媒および活性炭等の吸着材は、交換できる構造であること。 

 

1-15. ヒーター漏電、各モーター過負荷、感震器等の安全機器及び任意で温度設定が可能

な過昇温防止器を取り付け、それぞれの状態を確認できるようにランプ等で表示点灯さ

せること。また、異常時には警報ブザーが鳴動し、ヒーター回路が遮断されるようにするこ

と。 

 

2. 冷却装置部 

2-1. 搬入口から搬入できる大きさで、1700(W)×1700(D)×2000(H)のスペースに設置できる

こと。また、既設機器への干渉がなく、作業上問題ない寸法であること。重量は設置場所

の耐荷重（1000 kg／m2）以下であること。なお、本装置を床に固定する際には、設置予



定場所の床の厚さを考慮し、必要に応じて新たにコンクリート製の土台を施工してから設

置すること。 

 

2-2. 消臭脱煙装置付き炭化処理部からの排気を外気と混合させるなどして、70 ℃以下で白

煙等が生じないようにしてから建物外に排出できること。 

 

3. 本装置の電源 

3-1. 本装置で使用できる電源は AC200V、三相、150A 以下が一口である。使用電源の改修

が必要な場合、担当職員と協議の上、既設機器類の稼働に影響を及ぼさず、現行で使

用できる電源の範囲内で本装置を稼働できるようにすること。 

ただし、その場合の改修に係る経費は、受注者において負担するものとする。 


